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係
）
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支
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又
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自
動

車
検
査
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録
事
務
所

を
表
示
す

る
文
字

ラ
テ
ン

文
字

札
幌
Ｓ
Ｐ
Ｓ
長

岡
Ｎ
Ｇ
Ｏ
練

馬
Ｔ
Ｋ
Ｎ
尾
張
小
牧
Ａ
Ｃ
Ｏ

広
Ｈ
Ｓ

札
Ｓ
Ｐ

新
Ｎ
Ｇ

練
Ｔ
Ｏ
Ｎ

愛
Ａ
Ｃ

山
口
Ｙ
Ｕ
Ｙ

函
館
Ｈ
Ｄ
Ｈ
長

野
Ｎ
Ｎ
Ｎ
足

立
Ｔ
Ｋ
Ａ
三

重
Ｍ
Ｅ
Ｍ

山
Ｙ
Ｕ

函
Ｈ
Ｄ

松
本
Ｎ
Ｎ
Ｍ

足
Ｔ
Ｏ
Ａ

三
Ｍ
Ｅ

徳
島
Ｔ
Ｓ
Ｔ

旭
川
Ａ
Ｋ
Ａ

長
Ｎ
Ｎ

八
王
子
Ｔ
Ｋ
Ｈ
滋

賀
Ｓ
Ｉ
Ｓ

徳
Ｔ
Ｓ

旭
Ａ
Ｋ

水
戸
Ｉ
Ｇ
Ｍ
多

摩
Ｔ
Ｋ
Ｔ

滋
Ｓ
Ｉ

香
川
Ｋ
Ａ
Ｋ

室
蘭
Ｍ
Ｒ
Ｍ
土

浦
Ｉ
Ｇ
Ｔ

多
Ｔ
Ｏ
Ｔ
京

都
Ｋ
Ｔ
Ｋ

香
Ｋ
Ａ

室
Ｍ
Ｒ

茨
城
Ｉ
Ｇ
Ｉ
横

浜
Ｋ
Ｎ
Ｙ

京
Ｋ
Ｔ

愛
媛

Ｅ
Ｈ

釧
路
Ｋ
Ｒ
Ｋ

茨
Ｉ
Ｇ

川
崎
Ｋ
Ｎ
Ｋ
大

阪
Ｏ
Ｓ
Ｏ
高

知
Ｋ
Ｃ
Ｋ

釧
Ｋ
Ｒ

宇
都
宮
Ｔ
Ｇ
Ｕ
湘

南
Ｋ
Ｎ
Ｎ
な
に
わ
Ｏ
Ｓ
Ｎ

高
Ｋ
Ｃ

帯
広
Ｏ
Ｈ
Ｏ
と
ち
ぎ
Ｔ
Ｇ
Ｃ
相

模
Ｋ
Ｎ
Ｓ
和

泉
Ｏ
Ｓ
Ｚ
福

岡
Ｆ
Ｏ
Ｆ

帯
Ｏ
Ｈ

栃
木
Ｔ
Ｇ
Ｔ

神
Ｋ
Ｎ

大
Ｏ
Ｓ

北
九
州
Ｆ
Ｏ
Ｋ

北
見
Ｋ
Ｉ
Ｋ

栃
Ｔ
Ｇ

山
梨

Ｙ
Ｎ

泉
Ｏ
Ｓ
Ｉ
久
留
米
Ｆ
Ｏ
Ｒ

北
Ｋ
Ｉ

群
馬
Ｇ
Ｍ
Ｇ
富

山
Ｔ
Ｙ
Ｔ
神

戸
Ｈ
Ｇ
Ｋ
筑

豊
Ｆ
Ｏ
Ｃ

青
森
Ａ
Ｍ
Ａ

群
Ｇ
Ｍ

富
Ｔ
Ｙ

姫
路
Ｈ
Ｇ
Ｈ

福
Ｆ
Ｏ

八
戸
Ａ
Ｍ
Ｈ
大

宮
Ｓ
Ｔ
Ｏ
石

川
Ｉ
Ｋ
Ｉ

兵
Ｈ
Ｇ

佐
賀
Ｓ
Ａ
Ｓ

青
Ａ
Ｍ

熊
谷
Ｓ
Ｔ
Ｋ

石
Ｉ
Ｋ

奈
良
Ｎ
Ｒ
Ｎ

佐
Ｓ
Ａ

岩
手
Ｉ
Ｔ
Ｉ
所

沢
Ｓ
Ｔ
Ｔ
福

井
Ｆ
Ｉ

奈
Ｎ
Ｒ

長
崎

Ｎ
Ｓ

岩
Ｉ
Ｔ

春
日
部
Ｓ
Ｔ
Ｂ
岐

阜
Ｇ
Ｆ
Ｇ
和
歌
山
Ｗ
Ｋ
Ｗ
佐
世
保
Ｎ
Ｓ
Ｓ

宮
城
Ｍ
Ｇ
Ｍ
埼

玉
Ｓ
Ｔ
Ｓ
飛

‰
Ｇ
Ｆ
Ｈ

和
Ｗ
Ｋ

熊
本
Ｋ
Ｕ
Ｋ

宮
Ｍ
Ｇ

埼
Ｓ
Ｔ

岐
Ｇ
Ｆ

鳥
取
Ｔ
Ｔ
Ｔ

熊
Ｋ
Ｕ

福
島

Ｆ
Ｓ

千
葉
Ｃ
Ｂ
Ｃ
静

岡
Ｓ
Ｚ
Ｓ

鳥
Ｔ
Ｔ

大
分

Ｏ
Ｔ

い
わ
き
Ｆ
Ｓ
Ｉ
野

田
Ｃ
Ｂ
Ｄ
浜

松
Ｓ
Ｚ
Ｈ
島

根
Ｓ
Ｎ

宮
崎

Ｍ
Ｚ

秋
田
Ａ
Ｔ
Ａ
習
志
野
Ｃ
Ｂ
Ｎ
沼

津
Ｓ
Ｚ
Ｎ

島
Ｓ
Ｍ

鹿
児
島
Ｋ
Ｏ
Ｋ

秋
Ａ
Ｔ

袖
ヶ
浦
Ｃ
Ｂ
Ｓ

静
Ｓ
Ｚ

岡
山
Ｏ
Ｙ
Ｏ

鹿
Ｋ
Ｏ

山
形

Ｙ
Ａ

千
Ｃ
Ｂ

名
古
屋
Ａ
Ｃ
Ｎ

岡
Ｏ
Ｙ

沖
縄
Ｏ
Ｎ
Ｏ

庄
内
Ｙ
Ａ
Ｓ
品

川
Ｔ
Ｋ
Ｓ
豊

橋
Ａ
Ｃ
Ｔ
広

島
Ｈ
Ｓ
Ｈ

沖
Ｏ
Ｎ

新
潟
Ｎ
Ｇ
Ｎ

品
Ｔ
Ｏ
Ｓ
三

河
Ａ
Ｃ
Ｍ
福

山
Ｈ
Ｓ
Ｆ

平成˜™年˜˜月™ 日 水曜日 (号外第™›š号)官 報

第
四
号
様
式
中
「地

方
運
輸
局
陸
運
支
局
長

」
を
「陸

運
支
局
長

」
に
改
め
る
。

（
新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

新
幹
線
鉄
道
に
お
け
る
列
車
運
行
の
安
全
を
妨
げ
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

（
新
幹
線
鉄
道
構
造
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

新
幹
線
鉄
道
構
造
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
新
幹
線
鉄
道
運
転
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
九
条

新
幹
線
鉄
道
運
転
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
戦
傷
病
者
等
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
鉄
道
等
へ
の
無
賃
乗
車
等
に
係
る
運
賃
の
負
担
方
法
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
改
正
）

第
九
十
条

戦
傷
病
者
等
の
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
の
鉄
道
等
へ
の
無
賃
乗
車
等
に
係
る
運
賃
の
負
担
方
法
等
に
関
す
る

省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

別
紙
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
船
舶
救
命
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
一
条

船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
満
載
喫
水
線
に
関
す
る
国
際
条
約
に
よ
る
証
書
に
関
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
満
載
喫
水
線
に
関
す
る
国
際
条
約
に
よ
る
証
書

に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

（
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
運
輸
省
令
第
七
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「運

輸
省
令
で

」
を
「国

土
交
通
省
令
で

」に
改
め
る
。

（
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
二
年
運
輸
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
長
」
を
「
陸
運
支
局
長
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
地
方
運
輸
局
陸
運
支
局
」
を
「
陸
運
支
局
」
に
、「
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法

律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
」
を
「
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）第
四
十
七
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「地

方
運
輸
局
陸
運
支
局
長

」
を
「陸

運
支
局
長

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「地

方
運
輸
局
陸
運
支
局
長

」
を
「陸

運
支
局
長

」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に

改
め
る
。
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